
○
総
務
省
令
第
三
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
四
項
、
第
七
条
の
三
第
二
項
、
第
九
条
第
二
項
、
第

十
二
条
第
四
項
、
第
十
九
条
の
八
第
三
項
、
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
九
第
三
項
及
び
第
十
九
条
の
二
十
六

並
び
に
政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
）
第
七
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及

び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

増
田

寛
也

政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
六
号
」
を
「
第
六
号
イ
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
告
示
」
を
「
公
表
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え
る
。

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
通
知
）



第
十
四
条
の
二

法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
文
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
第
十
二
号
様
式
の
二
及
び
別

記
第
十
二
号
様
式
の
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
事
項
）

第
十
四
条
の
三

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

本
籍

二

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
旨

三

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

イ

弁
護
士
法
人
、
監
査
法
人
又
は
税
理
士
法
人
の
社
員
で
あ
る
場
合

当
該
弁
護
士
法
人
、
監
査
法
人
又
は
税
理
士
法

人
の
名
称
及
び
所
属
事
務
所
（
当
該
事
務
所
が
従
た
る
事
務
所
で
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る
事
務
所
を
含
む
。
）
の
所

在
地

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

勤
務
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

四

前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
も
の

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿
）



第
十
四
条
の
四

登
録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
。

２

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
は
、
法
第
十
九
条
の
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿
を
磁
気
デ
ィ
ス

ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
つ
て
調
製
す

る
場
合
に
は
、
電
子
計
算
機
（
電
子
計
算
機
に
よ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ

と
が
で
き
る
機
器
を
含
む
。
）
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
十
四
条
の
五

法
第
十
九
条
の
二
十
第
一
項
の
登
録
申
請
書
（
次
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
等
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
等
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
写
真
（
撮
影
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）

二

戸
籍
抄
本

三

住
民
票
の
写
し

四

法
第
十
九
条
の
十
八
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
の
宣
誓
書



五

前
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
の
ほ
か
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
も
の

２

登
録
申
請
書
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
。

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
）

第
十
四
条
の
六

登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
は
、
別
記
第
十
二
号
様
式
の
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
の
再
交
付
等
の
手
続
）

第
十
四
条
の
七

登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
亡
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
と
き
は
、
当
該
亡
失

又
は
損
壊
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
の
番
号
、
当
該
亡
失
又
は
損
壊
し
た
年
月
日
及
び
場
所
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ

き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
政

治
資
金
監
査
人
証
票
が
損
壊
し
た
た
め
当
該
書
面
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
損
壊
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
当

該
書
面
に
添
付
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
亡
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
た
め
そ
の
再
交
付
を
申
請
す
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
再

交
付
申
請
書
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
に
交
付
し
て
い
る
登
録
政
治
資



金
監
査
人
証
票
を
他
の
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
に
差
し
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
登
録
の
申
請
）

第
十
四
条
の
八

法
第
十
九
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
登
録
を
申
請
す
る
者
は
、
変
更
の
内
容
及
び
理
由
並
び
に
変

更
の
生
じ
た
年
月
日
を
記
載
し
た
変
更
登
録
申
請
書
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
変
更
登
録
申
請
書
に
は
、
変
更
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
抹
消
に
関
す
る
申
請
）

第
十
四
条
の
九

法
第
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
登
録
の
抹
消
を
申
請
す
る
と
き
は
、

そ
の
申
請
書
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
抹
消
に
関
す
る
届
出
）

第
十
四
条
の
十

法
第
十
九
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
旨
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
届
出
書
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
を
提
出
す
る
者
が
本
人
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
届
出
書
に
本
人
の
戸
籍
抄
本
を
添
付
し
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
。

（
参
事
官
）

第
十
四
条
の
十
一

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
事
務
局
に
、
参
事
官
一
人
を
置
く
。

２

参
事
官
は
、
事
務
局
長
の
命
を
受
け
て
、
局
務
の
重
要
事
項
に
係
る
も
の
を
総
括
整
理
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「

（ふ
り

が
な

）

□
政

党

□
政

党
の

支
部

□
政

治
資

金
団

体

名
称

□
政

治
資

金
規

正
法

第
1
8
条

の
２

を

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

□
そ

の
他

の
政

治
団

体

□
そ

の
他

の
政

治
団

体
の

支
部



」

「

（ふ
り

が
な

）

政
治

団
体

の
区

分

□
政

党

□
政

党
の

支
部

□
政

治
資

金
団

体

□
政

治
資

金
規

正
法

第
1
8
条

の
２

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

□
そ

の
他

の
政

治
団

体

□
そ

の
他

の
政

治
団

体
の

支
部

名
称

に
、

国
会

議
員

関
係



政
治

団
体

の
区

分

□
政

治
資

金
規

正
法

第
1
9
条

の
７

第
１

項
第

１
号

に
係

る

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

□
政

治
資

金
規

正
法

第
1
9
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

」

「

□
有

課
税

上
の

優
遇

措
置

□
有

支
部

の
有

無

を

□
無

の
適

用
関

係
の

有
無

□
無



」

「

□
有

課
税

上
の

優
遇

措
置

□
有

支
部

の
有

無

□
無

の
適

用
関

係
の

有
無

□
無

政
治

資
金

規
正

法
第

1
9
条

の
７

代
表

者
で

あ
る

公
職

の
候

補
者

に
係

る
公

職
の

種
類

第
１

項
第

１
号

に
係

る

に

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

政
治

資
金

規
正

法
第

1
9
条

の
７

公
職

の
候

補
者

の
氏

名
公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

第
１

項
第

２
号

に
係

る

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

（ふ
り

が
な

）



」

改
め
、
同
様
式
備
考
３
中
「こ

と

」
を
「こ

と
と

し

「政
治

団
体

の
区

分

」欄
の

中
の

該
当

す
る

「□

」に

「✓

」を
記

入
、

す
る

と
と

も
に

「国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

の
区

分

」欄
の

中
の

該
当

す
る

「□

」に
も

「✓

」を
記

入
す

る
こ

と

」
に
改

、

め
、
同
様
式
備
考
８
を
同
様
式
備
考
９
と
し
、
同
様
式
備
考
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８

「代
表

者
で

あ
る

公
職

の
候

補
者

に
係

る
公

職
の

種
類

」欄
及

び

「公
職

の
候

補
者

に
係

る
公

職
の

種
類

」欄
に

は
、

衆
議

院
議

員
又

は
参

議
院

議
員

の
区

分
に

よ
り

そ
の

職
に

あ
る

者
に

あ
つ

て
は

「衆
議

院
議

員

（現
職

）
」

そ
の

職
、

、

の
候

補
者

及
び

候
補

者
と

な
ろ

う
と

す
る

者
に

あ
つ

て
は

「衆
議

院
議

員

（候
補

者
等

）
」の

例
に

よ
り

記
載

す
る

こ
と

。

別
記
第
四
号
様
式
備
考
３
を
同
様
式
備
考
４
と
し
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
既

に
政

治
団

体
設

立
届

を
提

出
し

て
い

る
政

治
団

体
が

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
該

当
す

る
こ

と
と

な
つ

た
場

合
に

は
法

第
1
9
条

の
７

第
１

項
第

１
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
に

あ
つ

て
は

そ
の

代
表

者
で

あ
る

公
職

の
候

補
者

、

に
係

る
公

職
の

種
類

を
同

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
に

あ
つ

て
は

同
号

の
公

職
の

候
補

者
の

氏
名

及
、

び
当

該
公

職
の

候
補

者
に

係
る

公
職

の
種

類
を

そ
れ

ぞ
れ

異
動

事
項

に
記

載
す

る
こ

と

。

、

別
記
第
五
号
様
式
中



「

支
部

の
有

無
課

税
上

の
優

遇
措

置
の

（

政
治

団
体

の

を

支
部

で
あ

る
旨

）

適
用

関
係

の
有

無

」

「

支
部

の
有

無
課

税
上

の
優

遇
措

置
の

（

政
治

団
体

の

支
部

で
あ

る
旨

）

適
用

関
係

の
有

無

（届
出

年
月

日

）

（代
表
者
で
あ
る
公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

）

政
治

資
金

規
正

法
第

1
9
条

の
７

（事
由

発
生

年
月

日

）



第
１

項
第

１
号

に
係

る

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に

ふ
り

が
な

公
職

の
候

補
者

に

（届
出

年
月

日

）

政
治

資
金

規
正

法
第

1
9
条

の
７

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

係
る

公
職

の
種

類

（事
由

発
生

年
月

日

）

第
１

項
第

２
号

に
係

る

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

」



改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
記
載
要
領
１

中
「例

に
よ

り
記

載
す

る
こ

と

。

」
の
下
に
「ま

た
本

部
又

は
支

部
か

ら
供

与
さ

れ
た

(5)

、

交
付

金
に

係
る

収
入

は
寄

附
に

は
該

当
し

な
い

た
め

「政
治

団
体

か
ら

の
寄

附

」に
含

め
な

い
こ

と

。

」
を
加
え
る
。

、
、

別
記
第
七
号
様
式
記
載
要
領
５

中
「と

し
て

そ
の

総
額

を
記

載
す

る
こ

と

。

」
の
下
に
「ま

た
本

部
又

は
支

部
か

ら
供

(2)

、

与
さ

れ
た

交
付

金
に

係
る

収
入

は
寄

附
に

は
該

当
し

な
い

た
め

「政
治

団
体

か
ら

の
寄

附

」に
含

め
な

い
こ

と

。

」
を
、

、
、

同
様
式
記
載
要
領

中
「記

載
す

る
こ

と

。
」
の
下
に
「ま

た
本

部
又

は
支

部
か

ら
供

与
さ

れ
た

交
付

金
に

係
る

収
入

は

10
(2)

、

寄
附

に
は

該
当

し
な

い
た

め

「政
治

団
体

か
ら

の
寄

附

」に
含

め
な

い
こ

と

。

」
を
加
え
る
。

、
、

別
記
第
十
二
号
様
式
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。



第 12 号様式の２（第 14 条の２関係） 

 

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 

 

平成  年  月  日 

政治団体の名称 

代表者の氏名         殿 

公職の種類            

氏   名          ㊞ 

住   所            

 

 貴団体は、私を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体として、政治資金

規正法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に該当するため同法第６条第１

項又は第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、同法第 19 条の８第１項の規定

により通知します。 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者にあつては「衆

議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあつては「衆議院議員（候補

者等）」の例により記載すること。 

 ３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

 

 

 

 



第 12 号様式の３（第 14 条の２関係） 

 

国会議員関係政治団体に該当しなくなつた旨の通知 

 

平成  年  月  日 

政治団体の名称 

代表者の氏名         殿 

過去の公職の種類            

氏   名          ㊞ 

住   所            

 

 私が、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたことにより、貴団体は、

政治資金規正法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に該当しなくなつたた

め同法第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、同法第 19 条の８第２項の規定

により通知します。 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「過去の公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなる前の公

職の種類について、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にあつた者にあつては「衆

議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとしていた者にあつては「衆議院議員（候

補者等）」の例により記載すること。 

 ３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

 

 

 



第12号様式の４（第14条の６関係） 

 第     号 

 

登 録 政 治 資 金 監 査 人 証 票 

 

 

                （氏  名） 

 

年  月  日生 

 

                （登録番号） 

 

 

                （法人又は事務所の名称） 

 

 

                （所属事務所又は事務所の所在地） 

 

 

 

 上記の者は、    年  月  日登録政治資金監査人の登録を受けたことを証明する。

 

年  月  日  

 

政治資金適正化委員会     印 

 

（備考） 

  この用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ列８番とすること。 

 

 

 

㊞ 



附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
十
四
条
の
次
に
十
条

を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
十
四
条
の
二
に
係
る
部
分
、
別
記
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定
、
別
記
第
二
号
様
式
の
九
の
改
正
規
定
、

別
記
第
四
号
様
式
の
改
正
規
定
、
別
記
第
五
号
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
別
記
第
十
二
号
様
式
の
次
に
三
様
式
を
加
え
る
改
正

規
定
中
別
記
第
十
二
号
様
式
の
二
及
び
別
記
第
十
二
号
様
式
の
三
に
係
る
部
分
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


